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告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitama

ken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
あ
い 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

小
山 

典
宏 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
中
央
七
丁
目
九
番
地
二
十 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
成
年
後
見
制
度
の
法
定
後
見
・
任
意
後
見
の
後
見
事
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り 

 

制
度
の
活
用
を
図
り
、
障
害
や
高
齢
の
た
め
判
断
能
力
の
衰
え
た
方
の
ハ
ン
デ
ィ
を
補
っ
て
普 

 

通
の
生
活
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
障
害
者
や
高
齢
者
の
福
祉
の
増
進
に
寄 

 

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
三
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
五
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
れ
あ
い
ね
っ
と 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

尾
上 

道
雄 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
瓦
葺
二
七
一
六
番
地
尾
山
台
団
地
自
治
会
事
務
所
内 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
及
び
産
前
産
後
の
家
庭
（
以
下
、
「
高
齢
者
等
」
と
い 

う
。
）
へ
の
支
援
を
通
じ
て
自
立
を
助
け
る
こ
と
に
よ
り
、
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
地
域
社
会

の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
四
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
六
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
す
み
れ
福
祉
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

渡
邉 

徹 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

上
尾
市
本
町
二
丁
目
六
番
二
四
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
に
基
づ
き
、
様
々
な
援
助
を 

 
 

 
 

 

 

必
要
と
す
る
心
身
障
害
者
に
対
し
て
、
人
権
を
尊
重
し
た
地
域
デ
イ
ケ
ア
事
業
等
を
行
い
、
一 

 

 

人
の
平
等
な
人
間
と
し
て
の
社
会
参
加
を
促
す
こ
と
を
も
っ
て
障
害
者
地
域
福
祉
の
向
上
に
寄 

 

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
に
基
づ
き
、
様
々
な
援
助
を 

 

 

必
要
と
す
る
心
身
障
害
者
に
対
し
て
、人
権
を
尊
重
し
た
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
を
行
い
、 

 

一
人
の
平
等
な
人
間
と
し
て
の
社
会
参
加
を
促
す
こ
と
を
も
っ
て
障
害
者
地
域
福
祉
の
向
上
に 

 

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
五
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所
に
お
い
て
備

え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
美
食
倶
楽
部
埼
玉 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

松
原 

謙
司 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
表
一
二
五
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

 

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
に
対
し
、
食
の
楽
し
さ
、
食
の
重
要
性
、
食
文
化
の
情
報 

 
 

発
信
と
啓
蒙
活
動
を
行
い
、
生
活
者
の
健
全
な
食
生
活
、
健
康
な
体
作
り
、
食
を
通
じ
た
地 

 
 

域
活
性
化
、
ひ
い
て
は
、
農
産
物
の
健
全
な
消
費
活
動
が
産
業
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と 

 
 

を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
六
号



告 
 

示 
  

平
成
二
十
二
年
四
月
か
ら
六
月
ま
で
に
お
け
る
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状

況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
件
数 

な
し 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
七
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
浦
和
手
を
つ
な
ぐ
親
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 

有
木 

裕
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
四
丁
目
一
二
番
六
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
埼
玉
県
内
の
知
的
障
害
者
（
児
）
を
授
産
所
、
作
業
所
の
作
業
を
通

し
て
社
会
生
活
が
安
定
で
き
る
よ
う
、
又
生
活
ホ
ー
ム
に
て
日
常
生
活
の
指
導
支
援
を
行
い
障

害
者
（
児
）
が
地
域
社
会
の
中
で
共
に
暮
ら
せ
る
よ
う
支
援
し
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
埼
玉
県
内
の
知
的
障
害
者
を
作
業
所
の
作
業
を
通
し
て
社
会
生
活
が

安
定
で
き
る
よ
う
に
、
又
生
活
ホ
ー
ム
に
て
日
常
生
活
の
指
導
支
援
を
行
い
障
害
者
が
地
域
社

会
の
中
で
共
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
支
援
し
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
八
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
も
に
生
き
る
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 

杉
浦 

眞
由
美 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
辻
三
丁
目
九
番
二
六
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
を
持
っ
た
人
た
ち
が
地
域
の
中
で
当
た
り
前
に
暮
ら
し
続
け
て
い
く

た
め
の
様
々
な
支
援
を
行
い
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
社
会
を
築
く
こ
と
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
九
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉

県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
五
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
埼
玉
森
林
サ
ポ
ー
タ
ー
ク
ラ
ブ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 

北
村 

博 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
一
二
番
九
号
埼
玉
県
農
林
会
館
内 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

本
会
は
、
埼
玉
県
の
森
林
を
主
な
対
象
と
し
て
、
保
全
、
育
成
、
循
環
、
普
及
啓
発
、
交
流

事
業
等
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
が
森
林
づ
く
り
に
参
加
し
、
認
識
を
深
め
、
豊
か

な
森
林
を
次
世
代
へ
継
承
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
二
年
七
月
五
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｏ
ｐ
ｅ
ｎ 

Ｄ
ｏ
ｏ
ｒ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

大
倉 

一
恵 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
二
丁
目
一
七
八
五
番
地
八 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
主
に
女
性
、
シ
ニ
ア
、
子
ど
も
等
の
地
域
住
民
等
に
対
し
、
Ｉ
Ｔ
知
識
を
は

じ
め
と
す
る
様
々
な
分
野
の
知
識
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
活
動
、
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
キ
ル

を
活
か
す
た
め
の
場
の
提
供
を
継
続
的
に
行
な
い
、
情
報
化
社
会
の
発
展
、
男
女
共
同
参
画
社

会
の
形
成
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
、
経
済
活
動
の
活
性
化
、
職
業
能
力
の
開
発
及
び
雇
用
機
会

の
拡
充
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
一
号



埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
二
号































告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
カ
イ
テ
ラ
ス 

 
 

 

狭
山
市
入
間
川
一
丁
目
三
番
二
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
狭
山
市
駅
西
口
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
一
街
区
Ａ
一
棟 

 
 

 

（
変
更
後
）
ス
カ
イ
テ
ラ
ス 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
三
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
三
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

コ
ジ
マ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
新
座
店 

 
 

 

新
座
市
野
火
止
六
丁
目
一
番
十
二
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 
百
二
十
七
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

九
十
九
台 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
三
箇
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
二
箇
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
第
一
駐
車
場 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
二
駐
車
場 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
第
一
駐
車
場 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
四
号



 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
九
日
ま
で 

 
ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 
埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
〇
八
―
一
〇
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
長
宮
一
一
五
四
―
一 

外
二
七
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

四
六
四
二
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

  

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号



告 
 

示 

  
水
害
予
防
組
合
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
大
里
郡
利
根
川
水
害
予
防
組
合
の
区
域
を
変
更
し
、
及
び
管

理
者
を
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

組
合
構
成 

 
 

           

組
合
区
域  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

組
合
管
理
者 

深
谷
市 

 

一
等
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

深
谷
市
長 

熊
谷
市 

 

深
谷
市 

新
戒
、
高
島
、
成
塚
、
血
洗
島
、
南
阿
賀
野
、
北
阿
賀
野
、
横 

瀬
、
町
田
、
上
手
計
、
下
手
計
、
大
塚
、
中
瀬
、
蓮
沼
、
江
原
、 

石
塚
、
沼
尻
、
藤
野
木
、
堀
米
、
新
井
、
明
戸
、
上
増
田
、
宮 

ヶ
谷
戸
、
本
田
ケ
谷
、
矢
島
（
字
町
田
前
、
情
進
場
、
堀
合
、 

山
王
、
シ
ド
メ
木
、
冨
士
腰
、
手
計
前
）
、
大
塚
島
（
字
山
王
、 

山
王
久
保
）
、
内
ヶ
島
（
字
山
王
久
保
、
吉
原
久
保
、
橋
向
、 

足
り
原
、
熊
野
久
保
、
熊
野
、
田
久
保
、
入
川
、
柳
内
、
天
矢 

田
、
前
田
、
辨
才
、
南
郭
）
、
起
会
（
字
唐
言
、
柳
橋
、
両
沖
、 

宮
田
、
粒
田
、
大
沼
浦
、
山
王
、
内
ヶ
島
東
堀
合
、
宿
尻
）
、 

高
畑
、
上
敷
免
、
戸
森
、
西
大
沼
（
字
谷
田
）
、
東
大
沼
（
字 

北
通
）
、
田
沼
谷
（
字
梅
沢
、
下
土
腐
、
蔵
王
殿
、
堤
下
、 

嘉
門
田
、
品
田
、
沼
、
野
村
橋
、
中
耕
地
、
戸
森
前
、 

一
丁
二
反
、
上
土
腐
）
、
西
島
（
字
内
谷
田
、
外
谷
田
）
、 

東
方
（
字
頭
無
、
森
下
、
沼
辺
、
篭
セ
キ
、
宮
ヶ
谷
戸
前
、 

西
川
内
、
流
、
八
幡
免
、
入
八
幡
免
、
川
足
下
、
萱
場
、
堂
下
、 

寺
下
、
庄
吉
田
、
樋
ノ
口
、
堰
場
、
捫
町
、
葭
場
、
尾
上
田
、 

増
田
前
、
傘
島
、
本
田
ケ
谷
前
、
芝
分
、
一
本
橋
、
聖
天
橋
崎
、 

欠
下
、
森
吉
、
笑
栗
、
隠
居
田
、
矢
島
、
清
水
上
、
北
矢
島
、 

根
絡
、
境
堀
、
辰
ノ
尾
、
城
下
）
、
原
郷
（
字
蟹
原
、
鳥
谷
、 

椎
木
、
根
岸
沼
、
杜
前
、
新
坪
、
根
岸
）
、
岡
（
字
砂
田
、 

町
田
前
、
砂
間
、
下
田
、
四
王
天
、
花
見
堂
、
深
町
、
砂
田
前
、 

滝
下
、
浅
見
橋
、
矢
島
道
、
堤
際
、
根
際
、
下
宿
、
上
宿
、 

八
反
、
塚
東
、
蛇
喰
、
白
山
、
屋
敷
、
前
屋
敷
、
里
林
、
中
道
、 

二
ノ
丸
、
立
堀
、
四
拾
坂
、
長
塚
、
一
ノ
坪
）
、
西
田
（
字
川 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
六
号



内
出
、
熊
野
、
坂
下
、
向
、
一
本
木
、
重
蔵
山
、
北
田
、
本
地
、 

西
田
、
弁
ノ
欠
）
、
沓
掛
（
字
原
ヶ
谷
戸
）
、
前
小
屋
、 

二
ツ
小
屋 

熊
谷
市 

妻
沼
、
妻
沼
東
、
弥
藤
吾
、
妻
沼
中
央
、
妻
沼
西
、
男
沼
、 

出
来
島
、
妻
沼
台
、
間
々
田
、
妻
沼
小
島
、
永
井
太
田
、
飯
塚
、 

八
木
田
、
道
ヶ
谷
戸
、
上
江
袋
、
原
井
、
市
ノ
坪
、
上
根
、
江 

波
、
八
ッ
口
、
善
ヶ
島
、
上
須
戸
、
西
城
、
田
島
、
西
野
、
葛 

和
田
、
日
向
、
弁
財
、
大
野
、
俵
瀬
、
西
別
府
（
字
欠
折
、
石 

田
、
戸
井
田
、
深
町
、
石
橋
、
野
中
、
四
反
田
、
関
下
、
横
間 

栗
、
寺
田
、
太
田
房
、
小
墳
、
西
小
墳
、
鶴
ノ
子
、
根
絡
、
北 

東
、
北
西
、
笑
栗
、
滝
下
）
、
東
別
府
（
字
北
餅
塚
ノ
内
、
深 

田
、
郷
地
、
西
入
川
、
中
入
川
、
北
入
川
、
代
官
新
起
、
南
代 

官
新
起
、
寺
橋
東
、
一
本
木
裡
）
、
下
増
田
、
上
奈
良
（
字
境 

田
）
、
中
奈
良
（
字
境
田
ノ
内
、
牛
沼
ノ
内
）
、
下
奈
良
（
字 

葉
草
西
ノ
内
、
葉
草
東
ノ
内
、
時
花
西
ノ
内
、
時
花
東
、
久
保 

南
ノ
内
、
久
保
北
、
葉
草
西
飛
地
）
、
奈
良
新
田
（
字
深
田
ノ 

内
、
堺
田
、
石
橋
ノ
内
）
、
四
方
寺
（
字
長
安
寺
、 

外
西
田
ノ
内
） 

二
等
地 

熊
谷
市 

東
別
府
（
字
柳
原
、
越
生
、
八
反
田
、
梅
ケ
坪
、
西
宮
田
、
金 

塚
、
臼
町
、
押
切
、
堺
田
、
一
本
木
前
、
市
ノ
町
、
新
橋
東
、 

南
餅
塚
、
北
餅
塚
ノ
内
、
浄
心
町
、
西
一
本
木
、
一
本
木
）
、 

上
奈
良
（
字
金
箆
、
深
田
）
、
中
奈
良
（
字
金
箟
、
深
田
、
境 

田
ノ
内
、
牛
沼
ノ
内
）
、
下
奈
良
（
字
葉
草
西
ノ
内
、
葉
草
東 

ノ
内
、
時
花
西
ノ
内
、
久
保
南
ノ
内
）
、
奈
良
新
田
（
字
深
田 

ノ
内
、
仲
ノ
町
、
石
橋
ノ
内
）
、
四
方
寺
（
字
外
西
田
ノ
内
） 



告 
 

示 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
の
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

朝
霞
都
市
計
画
区
域
区
分 

 

二 

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 

イ 

市
街
化
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

朝
霞
市
岡
一
丁
目
、
宮
戸
二
丁
目
、
根
岸
台
二
丁
目
、
根
岸
台
七
丁
目
の
各
一
部 

 

ロ 

市
街
化
調
整
区
域
に
変
更
す
る
土
地
の
区
域 

 
 

 

変
更
な
し 

 

三 

都
市
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
、
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
、
朝
霞
市
都
市
計
画
課 

 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
三
日
ま
で 

 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
七
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
九
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
〇
〇
〇
五
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
五
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
〇
〇
四
〇
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
川
島
町
大
字
下
八
ツ
林
字
榎
町
一
五
二
―
一
、
一
五
三
―
一
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊
草
一
七
九
一
番
地
一 

ユ
ー
ミ
ー
Ｂ
１
０
３ 

 
 

宮
前 

裕
樹 

 

 
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
九
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

橘 
 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
〇
二
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
六
日 

 
 

越
建
セ
第
一
二
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
字
鷺
田
二
九
五
三
―
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

北
本
市
本
宿
一
丁
目
二
八
番
地
五 

ス
タ
ー
ハ
イ
ツ
Ｂ 

 
 

白
石 

祐
也 



雑 
 

報 

  
埼
玉
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告 

 

埼
玉
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
度
決
算
の
要

旨
を
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合 

理
事
長 

岡 

村 

幸
四
郎 

 
 

 

 
 



　損益計算書の要旨

宿 泊 宿 泊

経 理 区 分 短 期 長 期 預 託 金 管 理 業 務 保 健 アルペンローゼ 会 館 貯 金 貸 付 物 資 財 形

負 担 金 15,507,980 49,245,404 539,660 740,674

掛 金 15,172,895 27,184,092 726,629

施 設 収 入 ・ 商 品 売 上 302,771 55,983

利 息 及 び 配 当 金 7,024 1,353,743 557 2,649 11,085 2,649 7,595,942

そ の 他 収 入 2,699,372 214,259 105,727 1,537 117,541 439,218 1,180,993 100,692 1,250

他 経 理 か ら 繰 入 金 98,546 50,000

前 年 度 支 払 準 備 金 2,504,573

計 35,891,844 76,429,496 1,353,743 853,022 1,575,679 365,393 176,173 8,035,160 1,180,993 100,692 1,250

給 付 16,279,073

役 職 員 給 与 231,599 44,533 44,979 23,193 66,671 50,261 4,421

旅 費 ・ 事 務 費 65,676 5,621 3,209 720 5,351 2,707 96

商 品 仕 入 11,008 566

飲 食 材 料 費 70,547

委 託 費 101,918 135,339 81,860 46,656 81,111 15,635 600

支 払 利 息 1,353,743 7,599,809 1,002,513 84,520 1,237

連 合 会 払 込 金 489,866 79,835

負 担 金 払 込 金 49,245,404

掛 金 払 込 金 27,184,092

前 期 高 齢 者 納 付 金 6,033,985

後 期 高 齢 者 支 援 金 5,245,683

病 床 転 換 支 援 金 4,270

老 人 保 健 拠 出 金 309

退 職 者 給 付 拠 出 金 1,139,101

他 経 理 へ 繰 入 金 98,546 50,000

そ の 他 支 出 3,868,270 436,861 1,502,662 152,732 101,843 30,783 64,911 13,720 13

次 年 度 支 払 準 備 金 2,541,254

計 35,700,357 76,429,496 1,353,743 836,054 1,738,155 364,335 172,978 7,783,725 1,215,862 103,357 1,250

191,487 16,968 △ 162,476 1,058 3,195 251,435 △ 34,869 △ 2,665

収

入

差引当期利益金又は当期損失金（ △）

支

出

（単位：千円）



貸借対照表の要旨

流 動 資 産 4,935,149 4,218,097 21,118,306 562,191 976,582 1,632,381 672,848 36,259,633 1,996,249 28,144

固 定 資 産 59,138,160 28,680 7,229 2,423,508 1,074,928 380,937,800 39,365,650 3,519,797 69,188

4,935,149 4,218,097 80,256,466 590,871 983,811 4,055,889 1,747,776 417,197,433 41,361,899 3,547,941 69,188

流 動 負 債 418,589 4,218,097 41,233 602,650 15,810 5,344 396,459,490 8,358 1,201

固 定 負 債 2,541,254 80,256,466 251,440 69,046 458,550 530,660 78,454 38,867,273 3,481,093 69,188

負 債 合 計 2,959,843 4,218,097 80,256,466 292,673 671,696 474,360 536,004 396,537,944 38,875,631 3,482,294 69,188

資 本 剰 余 金 981 3,388,376 988,151

利 益 剰 余 金 1,975,306 298,198 311,134 193,153 223,621 20,659,489 2,486,268 65,647

純 資 産 合 計 1,975,306 298,198 312,115 3,581,529 1,211,772 20,659,489 2,486,268 65,647

4,935,149 4,218,097 80,256,466 590,871 983,811 4,055,889 1,747,776 417,197,433 41,361,899 3,547,941 69,188

負

債

純

資

産

負 債 ・ 純 資 産 合 計

資 産 合 計

資

産



雑 
 

報 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
八
日
に
開
催
さ
れ
た
教
育
委
員
会
定
例
会
に

お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
埼
玉
県
立
鷲
宮
高
等
学
校
の
呼
称
を
「
さ
い
た
ま
け
ん

り
つ
わ
し
の
み
や
こ
う
と
う
が
っ
こ
う
」
と
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

松 

居 
 

 

和 

   



正 
 

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
九
号
（
平
成
二
十
二
年
七
月
二
日
第
二
千
百
九
十
七
号
）
中
訂
正 

 

行 十
八
行
目
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
の
児
童
生
徒
に
対
し
、
学
童
保
育
の
実
施
や
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活

動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
支
援
・
啓
発
等
を
行
い
、
児
童
生
徒
の
健
全
育
成
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 
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